
【資料１】

No 氏名
委嘱の根拠
（所属等）

備  考

1 坂本　ひとみ
学識経験者

（産臨介研究所）

2 有安　丈治
市長が必要と認める者

（高知新聞社）

3 和田　英二
市長が必要と認める者
（四国ろうきん）

4 川竹　大輔
学識経験者

（高知大学）

5 國松　美紀
市長が必要と認める者
（香南ケーブルテレビ）

6 古川　和佳
市民の代表者

（移住者（Uターン））

7 中脇　正人
市長が必要と認める者

（幼年就学期部会長／放課後子ども教室）

8 武田　了子
市長が必要と認める者

（幼年就学期副部会長／夜須保育所）

9 別役　三省
市長が必要と認める者

（幼年就学期部会／PTA連絡協議会）

10 川田　勲
市長が必要と認める者

（成年熟年期部会長／スポーツ推進審議会）

11 百田　久範
市長が必要と認める者

（成年熟年期副部会長／青少年育成香南市民会議）

12 白石　令子
市長が必要と認める者

（成年熟年期部会／社会福祉協議会）

13 小松　健一
社会福祉団体の代表者

（高齢期部会長／社会福祉協議会）

14 福井　清仁
香南市民生委員児童委員協議会の代表者

（高齢期副部会長／民生委員児童員協議会）

15 吉田　和
人権擁護委員の代表者

（高齢期部会／香美人権擁護委員協議会）

16 田内　修二
市職員

（香南市副市長）

令和３年度 香南市人生支援計画策定委員名簿
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○香南市人生支援計画策定委員会設置条例

平成27年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 香南市人生支援計画(次条第1号において「計画」という。)に関して必要な事項を審議するため、香南市人生

支援計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定及び変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民の代表者

(2) 社会福祉団体の代表者

(3) 香南市民生委員児童委員協議会の代表者

(4) 人権擁護委員の代表者

(5) 学識経験者

(6) 市職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その説明及び意見を求めることができ

る。

(幹事会)

第7条 委員会は、第2条に規定する委員会の所掌事務を補佐するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、関係課等の職員をもって組織する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の一部を次のように改正す

る。

〔次のよう〕略

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するもの

とする。
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